
i n f o r m a t i o n

　　　　　　罰　　則　平成 21 年 12 月～

違反転用および
現状復帰命令違反

3年以下の懲役または
300 万円以下の罰金
（法人は 1億円以下の罰金）

任期満了（平成 22 年３月 19 日）にともなう長島町農業委員会委員選挙を執行します。

　執　　　　　　　行　　２月 28日（日）　獅子島地区は２月 27日（土）
　告　　　　　　　示　　２月 23日（火）
　立候補予定者説明会　　２月５日（金）　午前 10時～
　　　　　　　　　　　　長島町開発総合センター
　定　　　　　　　数　　14 人

長島町農業委員会委員選挙
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　無断転用した場合や、転用許可時の事業計
画どおりに転用していない場合は、工事の中
止や現状回復等の命令、罰則が適用されます。
新しい農地制度により罰則は強化され、罰金
額が大幅に引き上げられました。

農地を転用する場合には、農地法の許可が必要で
すが、いわゆる「無断転用」が後を絶ちません。

無断転用や
許可どおりに転用しなかったら

農地転用は農地法の許可が必要です
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